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（
原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
お
け
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
と
の
間
の
協
定
第
五
条
の
実
施
に

関
す
る
交
換
公
文
）

（
日
本
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
大
臣
は
、
本
日
東
京
で
署
名
さ
れ
た
原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
お
け
る
協
力
の
た
め

の
日
本
国
政
府
と
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
に
言
及
す
る
と
と
も
に
、
協
定
を
締
結
す

る
た
め
の
交
渉
に
お
い
て
到
達
し
た
次
の
了
解
を
日
本
国
政
府
に
代
わ
っ
て
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

１

協
定
第
五
条
に
関
し
、
両
締
約
国
政
府
は
、
協
定
の
効
果
的
な
実
施
の
た
め
、
協
定
の
適
用
を
受
け
る
核
物
質
、
資
材
、

設
備
及
び
技
術
の
最
新
の
在
庫
目
録
並
び
に
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
に
つ
い
て
は
３

に
規
定
す
る
代
替
に
よ
っ
て
当
該
核
物
質

(2)

と
代
わ
る
核
物
質
の
最
新
の
在
庫
目
録
を
毎
年
交
換
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

２

協
定
第
五
条
に
関
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
法
令
に
従
い
、
協
定
の
適
用
を
受
け
る
全
て
の
核
物
質
を
対
象
と
す
る
国
内
の

核
物
質
計
量
管
理
制
度
が
確
立
さ
れ
て
お
り
、
及
び
こ
れ
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
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３

協
定
第
五
条

に
規
定
す
る
補
助
的
措
置
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

(2)

ロ
シ
ア
連
邦
政
府
は
、
日
本
国
政
府
に
対
し
、
国
際
原
子
力
機
関
に
よ
る
保
障
措
置
の
適
用
に
つ
い
て
適
格
性
を
有
す

(1)
る
施
設
の
一
覧
表
及
び
保
障
措
置
の
適
用
上
国
際
原
子
力
機
関
が
選
択
し
て
い
る
施
設
の
一
覧
表
を
毎
年
提
供
す
る
。

核
物
質
が
協
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
か
つ
、
国
際
原
子
力
機
関
に
よ
る
保
障
措
置
の
適
用
上
適
格
性
を
有

(2)
す
る
が
国
際
原
子
力
機
関
が
選
択
し
て
い
な
い
施
設
（
協
定
の
附
属
書
Ｂ
の
Ｂ
部
に
掲
げ
る
施
設
）
に
置
か
れ
る
こ
と
と

な
る
場
合
に
は
、
両
締
約
国
政
府
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
政
府
の
要
請
に
基
づ
き
、
協
議
を
通
じ
て
、
か
つ
、
当

該
核
物
質
の
移
転
に
先
立
ち
、
双
方
が
満
足
す
る
措
置
（
保
障
措
置
の
適
用
上
国
際
原
子
力
機
関
が
選
択
し
て
い
る
施
設

に
あ
る
同
量
の
核
物
質
で
あ
っ
て
核
分
裂
性
同
位
元
素
の
含
有
量
が
同
等
以
上
の
も
の
に
よ
る
代
替
を
含
む
。
）
に
つ
き

書
面
に
よ
り
合
意
す
る
。

ロ
シ
ア
連
邦
政
府
は
、
日
本
国
政
府
及
び
国
際
原
子
力
機
関
に
対
し
、
相
互
の
取
決
め
に
従
い
、
協
定
の
適
用
を
受
け

(3)
る
核
物
質
及
び
こ
れ
に
代
わ
る
核
物
質
の
在
庫
、
払
出
し
及
び
受
入
れ
に
関
す
る
報
告
書
を
施
設
ご
と
に
一
年
単
位
で
提

供
す
る
。

両
締
約
国
政
府
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
政
府
の
要
請
に
基
づ
き
、

の
規
定
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
た
報
告
書
に

(4)

(3)
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関
し
て
協
議
し
、
及
び
当
該
報
告
書
に
関
す
る
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
適
切
な
措
置
を
と
る
。

本
大
臣
は
、
更
に
、
前
記
の
了
解
が
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
に
よ
り
受
諾
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
書
簡
及
び
そ
の
旨
の
閣
下
の

返
簡
が
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
す
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
合
意
が
協
定
の
効
力
発
生
の
時
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る

こ
と
を
提
案
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
大
臣
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
九
年
五
月
十
二
日
に
東
京
で

日
本
国
外
務
大
臣

中
曽
根
弘
文

国
営
公
社
「
ロ
ス
ア
ト
ム
」
社
長

Ｓ
・
Ｖ
・
キ
リ
エ
ン
コ
閣
下
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（
ロ
シ
ア
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
官
は
、
本
日
付
け
の
閣
下
の
次
の
書
簡
を
受
領
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄
を
有
し

ま
す
。

（
日
本
側
書
簡
）

本
官
は
、
更
に
、
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
に
代
わ
っ
て
前
記
の
了
解
を
受
諾
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
閣
下
の
書
簡
及

び
こ
の
返
簡
が
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
す
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
合
意
が
協
定
の
効
力
発
生
の
時
に
効
力
を
生
ず
る
も
の

と
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
官
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。
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二
千
九
年
五
月
十
二
日
に
東
京
で

国
営
公
社
「
ロ
ス
ア
ト
ム
」
社
長

Ｓ
・
Ｖ
・
キ
リ
エ
ン
コ

日
本
国
外
務
大
臣

中
曽
根
弘
文
閣
下


